
医師確保計画の変更について 

（医師少数スポットの設定） 

 

１．医師確保計画における区域の設定について 

医療法に基づいて各都道府県で策定された医師確保計画においては、国が定めた

医師の偏在状況を示す全国一律の指標（医師偏在指標）によって、医師少数と位置

づけられた都道府県及び二次医療圏の医師確保を重点的に推進するものとされてい

る。（沖縄県は医師偏在指標上、全ての二次医療圏で医師多数、かつ全県的にも医

師多数県とされている。） 

しかしながら、医師少数区域でない二次医療圏であっても、局所的には医師の確

保に苦慮している地域がある。このため、国は、医師確保計画ガイドライン（平成

31 年 3 月）において、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での医師確

保施策を検討することができるとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポ

ット」に指定し、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものとしている。 

ただし、多くの地域が医師少数スポットとして設定され、真に医師の確保が必要

な地域において十分な医師が確保できないという状況は制度の趣旨に沿わないこと

から、ガイドラインでは医師少数スポットの設定は慎重に行う必要があることも記

載している。 

 (1)ガイドラインで提示されている不適切な例 

ア．既に巡回診療の取組が行われており、地域の医療ニーズに対して安定して

医療が提供されている地域 

イ.  病院が存在しない地域などで明らかに必要な医療を他の区域の医療機関で

カバーしている場合等、既に当該地域で提供すべき医療に対して必要な数の医

師を確保できている地域を医師少数スポットとして設定すること 

ウ．無医地区・準無医地区として設定されている地域等を無条件に医師少数ス

ポットとして設定すること 

(2)ガイドラインで提示されている適切な例 

ア．へき地診療所を設置することで無医地区・準無医地区に該当していない地

域でも、当該へき地診療所における継続的な医師の確保が困難である場合であ

って他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域 



２．本県における医師少数スポットの設定の考え方 

本県では全ての区域が医師多数区域となっていますが、医師の確保が困難なへき地診療所

が設置されている地区を次のとおり医師少数スポットとする。 

医師少数スポットは、医師の確保が必要な地域を設定するための制度であるため、へ

き地診療所が設置されていない地区については除外した。 

 

二次医療圏 対象地区 

北部医療圏 安田（国頭村）、辺土名（国頭村）、塩屋（大宜味村）、平良（東

村）、伊江、伊平屋、伊是名 

中部医療圏 津堅 

南部医療圏 久高、渡嘉敷、座間味、阿嘉、粟国、渡名喜、南大東、北大東 

宮古医療圏 多良間 

八重山医療圏 竹富、黒島、小浜、西表、波照間、与那国 

 

３．医師少数スポット設定による効果 

(1) 医師少数区域（医師少数スポットを含む）で勤務した医師の認定を受けるこ

とができる。 

医師少数区域における勤務の促進のため、医師少数区域に６ヶ月以上勤務し、

その中で医師少数区域における医療の提供のために必要な業務を行った方を厚生

労働大臣が認定する制度。以下のメリットがある。 

ア．地域医療支援病院の管理者は、認定医師でなければならないこと（2020 年度

以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。） 

イ．認定を取得した医師が医師少数区域で診療を実施する際の医療レベルの向上

や取得している資格等の維持にかかる経費（研修受講料、旅費等）について支援

を行う。 

(2) 地域医療重点プログラムの設定 

  臨床研修医を募集する際に、病院が医師少数区域（医師少数スポット※を含

む）における地域医療の研修期間を 12週以上とする等の基準を満たした地域医

療重点プログラムを設定すれば、地域枠学生を一般の学生に先行して募集出来

る。 

※制度の見直しが R2 年度にあり、医師少数区域だけではなく、医師少数スポッ

トでの研修も地域医療重点プログラムの対象に認められることとなった。 



医師少数区域（医師少あり、臨床研修終了後も総合的な診療の研修が受けられ

る体制であること、地域医療の実践について指導できる指導医が配置されるなど

の要件  

※網掛けされている地区が、医師少数スポットの対象地区となる。 

国頭村 佐手校区 謝敷
佐手
辺野喜
宇嘉

北国 宜名真
辺戸

3 奥 奥
4 楚洲 楚洲
5 安田 安田
6 安波 安波

2 大宜味村 7 押川 押川 003
3 東村 8 高江 高江 004
4 伊江村 9 伊江 伊江島 001
5 伊平屋村 10 伊平屋 伊平屋島 002
6 伊是名村 11 伊是名 伊是名島 003

中部 7 うるま市 12 津堅 津堅島 004
8 南城市 13 久高 久高島 005
9 渡嘉敷村 14 渡嘉敷 渡嘉敷島 006

座間味村 15 座間味 座間味島 007
16 阿嘉 阿嘉島 008

11 粟国村 17 粟国 粟国島 009
12 渡名喜村 18 渡名喜 渡名喜島 010
13 南大東村 19 南大東 南大東島 011
14 北大東村 20 北大東 北大東島 012

宮古 15 多良間村 21 多良間 多良間島 013
石垣市 22 明石 伊原間（明石） 005

23 平久保 平久保 006
17 竹富町 24 竹富 竹富島 014

25 黒島 黒島 015
26 小浜 小浜島 016
27 西表 西表島 017
28 鳩間 鳩間島 018
29 波照間 波照間島 019

18 与那国町 30 与那国 与那国島 020
4市村 14市町村
6地区 20地区

令和元年度 無医地区等調査 該当市町村一覧（沖縄県）

北部 1 1

二次
医療圏

市町村

No 名称 No

対象地区

2
002

無医(a) 準無医(b)

001

名称 字等名称

30地区

南部

10

八重山 16

18市町村


